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�愛媛県告示第１６４５号
民生委員の定数（平成１６年１１月愛媛県告示第２３２９号）の一

部を次のように改正し、告示の日から施行する。

平成１７年９月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

表中「１７６」を「２８３」に改め、
吉田町

三間町

３８

２６

「
及

」

び 津島町 ４３「 」を削る。

�愛媛県告示第１６４６号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成１７年９月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示

及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する

協定の適用を受けるものである。

告 示

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療所の名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 宇和島社会保険病
院 藤 渕 剛 次 宇和島市賀古町二丁目１－３７ 平成

１７年９月１日

肢体不自由・心臓・じん臓・
呼吸器・ぼうこう又は直腸・
小腸機能障害

小 児 科 旭川荘南愛媛病院 大 森 啓 充 北宇和郡鬼北町大字永野市１６０７番地 〃

肢体不自由・呼吸器機能障害 外 科 西予市国民健康保
険俵津診療所 那 須 一 道 西予市明浜町俵津３番耕地２２８番地 〃

聴覚・平衡・音声、言語又は
そしゃく機能障害 耳鼻咽喉科

国立大学法人愛媛
大学医学部附属病
院

山 田 啓 之 東温市志津川 〃

肢体不自由・心臓・じん臓・
呼吸器・小腸・免疫機能障害 内 科 医療法人北辰会

ま な べ 病 院 長谷川 敦 彦 西条市氷見丙４７７番地 〃

呼 吸 器 機 能 障 害 〃 愛媛医療生活協同
組合泉川診療所 吉 田 克 巳 新居浜市瀬戸町１番２号 〃

心 臓 機 能 障 害 循 環 器 科 喜多医師会病院 山 田 忠 克 大洲市徳森字小鳥越２６３２－３ 〃

肢 体 不 自 由 内 科 国民健康保険久万
高原町立病院 金 岡 光 雄 上浮穴郡久万高原町久万６５番地 〃
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�愛媛県告示第１６４７号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」

という。）第５条第１項の規定による届出があったので、同

条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労

働部産業支援局経営支援課及び西条地方局産業経済部商工労

政課並びに西条市役所において告示の日から４月間縦覧に供

する。

平成１７年９月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

フレッシュバリュー西条店・ｍａｃ朔日市店

西条市朔日市２９６外

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所

並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社ママイ

四国中央市金生町下分１３４９番地１

代表取締役 後藤 隆彦

有限会社マック企画

西条市大町１７６２番地

代表取締役 伊藤 慎太郎

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名

称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社ママイ

四国中央市金生町下分１３４９番地１

代表取締役 後藤 隆彦

有限会社マック企画

西条市大町１７６２番地

代表取締役 伊藤 慎太郎

有限会社石水フーヅ

西条市新田字北新田１８０番地１３

代表取締役 石水 郁夫

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成１８年４月１９日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

２，７４９平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

１７２台

イ 駐輪場の収容台数

８０台

ウ 荷さばき施設の面積

１８５平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

６９立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻

及び閉店時刻

株式会社ママイ ２４時間営業

有限会社マック企画 開店時刻 午前１０時

閉店時刻 午後１２時

有限会社石水フーヅ 開店時刻 午前１０時

閉店時刻 午後９時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

２４時間

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

出入口２箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる

時間帯

フレッシュバリュー西条店

午前６時から午後７時まで

ｍａｃ朔日市店

午前９時から午後４時まで

２ 届出年月日

平成１７年８月１８日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺

の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意

見を有する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次の

とおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するととも

に、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び西条地方

局産業経済部商工労政課並びに西条市役所において告示の

日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意

見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�������
�愛媛県告示第１６４８号
丹原町土地改良区から認可申請のあった周桑郡丹原町北田

野土地改良区及び周桑郡丹原町池之内土地改良区の合併は、

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第７２条第２項の規定に

より、平成１７年９月１日認可したので、同日合併後存続する

丹原町土地改良区の定款を変更した。

平成１７年９月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１６４９号
周桑郡丹原町北田野土地改良区及び周桑郡丹原町池之内土

地改良区は、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第７２条第

２項の規定により、丹原町土地改良区と合併したので平成１７

年９月１日解散した。

平成１７年９月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１６５０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の

規定により、北宇和郡鬼北町大字延川、奈良及び下大野地域

愛 媛 県 報平成１７年９月９日 第１６９２号

９０４
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に係る県営土地改良事業計画を変更したので、同条第６項に

おいて準用する同法第８７条第５項の規定により、次のとおり

土地改良事業変更計画書の写しを縦覧に供する。

平成１７年９月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・鬼北地

区）変更計画書の写し

２ 縦覧期間

平成１７年９月１２日から１０月１２日まで

３ 縦覧場所

鬼北町役場

�������
�愛媛県告示第１６５１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、新居浜市から協議のあった市営土地改良事業（

ため池等整備事業・新田地区）の施行に平成１７年８月２６日同

意した。

平成１７年９月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１６５２号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第３０条第７項の規定

に基づき、普通肥料の検査の結果を次のとおり公表する。

平成１７年９月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

平成１７年７月分

�愛媛県告示第１６５３号
家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第１３条第１項

の規定により、次のとおり豚流行性脳炎が発生した旨の届出

があった。

平成１７年９月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

患 畜

�������
�愛媛県告示第１６５４号
愛媛県普通河川管理条例（昭和３２年愛媛県条例第２９号）第

３条の規定による普通河川のうち、次の普通河川を廃止する

。

平成１７年９月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６５５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年９月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

肥料の

種類等

保証票

添付者

肥料の

名称

検 査 の 概 要

備考分 析 検 査 保証
票の
検査

その
他の
検査項 目 指摘事項

魚かす
粉末

全国農
業協同
組合連
合会

ポン
７．０
魚かす
粉末

主成分
ＴＮ
ＴＰ

注１ これは、検査対象荷口全体の肥料の品質を代表し得るよう抽出し
た袋（ばら積みの場合にあっては、採取部位）から採取し、混合し
た試料１点について検査した結果である。
２ 分析検査項目についての指摘事項は、分析値と規格・基準値又は
表示値とを比較した結果である。
３ 主成分の略称は、次のとおりである。

略称 主 成 分 略称 主 成 分 略称 主 成 分

ＴＮ 窒素全量 ＴＰ りん酸全量

発生頭数 発生場所又は区域 発生年月日 その他参考となる
べき事項

１頭 南宇和郡愛南町御
荘長月１１８６ 平成１７年８月２５日

河 川 名 区 域

支流
鹿野川

右岸 大洲市河辺町北平２２４８番地先から同市肱川
町山鳥坂５８６番１地先まで

左岸 大洲市河辺町北平２２６３番地先から同市肱川
町山鳥坂２８２番地先まで

小々支流
山神坊川

右岸 大洲市平野町平地２６１４番地先から同市平野
町平地乙１６５７番２地先まで

左岸 大洲市平野町平地２６５２番地先から同市平野
町平地２２５９番地先まで

小支流
長籔谷川

右岸 大洲市平野町平地４８７８番地先から同市平野
町平地４５３２番地先まで

左岸 大洲市平野町平地５１６４番地先から同市平野
町平地４５３３番地先まで

小々支流
神田川

右岸 大洲市稲積３８６番地先から同市稲積２１０番
１地先まで

左岸 大洲市稲積５７２番地先から同市稲積１９６番
１地先まで

小支流
彌尾川

右岸 大洲市梅川６２２番地先から同市梅川２７８番
２地先まで

左岸 大洲市梅川１４５番地先から同市梅川１８９番
地先まで

道路の種類 路 線 名 区 間 敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 岩城弓削線
越智郡上島町生名６３番地先から

同町弓削佐島３５番４まで
１０．８～６９．０ １．８１１

愛 媛 県 報平成１７年９月９日 第１６９２号
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�愛媛県告示第１６５８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項におい

て準用する同法第２０条第２項の規定に基づき、松山広域都市

計画公園の変更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁にお

いて公衆の縦覧に供する。

平成１７年９月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６５６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年９月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６５７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年９月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６５９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１７年９月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６６０号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人指定願の記載事項の変更が許可されたので、愛媛県証紙条例施行規則（昭和３９年愛媛県

規則第４２号）第５条第６項の規定により告示する。

平成１７年９月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 岩城弓削線
越智郡上島町佐島７０番３から

同町佐島３５番４まで
平成１７年９月９日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 岩城弓削線
越智郡上島町生名７３番地先から

同町生名６３番地先まで

旧 ６．０～１８．０ ０．１３０

新 １０．０～３４．０ ０．１２４

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１７西建管第６７６号

平成１７年８月２４日

西条市飯岡字古河２６７番６、２６８番２、２６９番２、２７７番３、２６８番２
地先水路、２７７番３地先水路及び２６７番６地先農道

西条市飯岡１５０番地
秦 慶 誉

１７松局建（開）第３１号

平成１７年８月２６日
伊予郡松前町大字筒井字金平６１５番４及び６１６番２

伊予市下吾川１２４９番地４
河野宅建
代表者 河 野 重 利

指定

番号

売 り さ ば き 人 変 更 事 項 変更許可

年 月 日住 所 氏 名 又 は 名 称 新 旧

宇和
第１１
号

西予市宇和町卯之町四丁目６５
９番地

西予交通安全協会 売りさばき人
西予市宇和町卯之町四丁目６５９番
地
西予交通安全協会

売りさばき人
西予市宇和町卯之町四丁目６５９番
地
宇和交通安全協会

平成１７年
８月２１日

愛 媛 県 報平成１７年９月９日 第１６９２号

９０６
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公 告

�愛媛県告示第１６６１号
次のとおり落札者を決定した。

平成１７年９月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６６２号
次のとおり落札者を決定した。

平成１７年９月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

危険物取扱者法定講習会の実施について

消防法（昭和２３年法律第１８６号）第１３条の２３の規定による平成１７年度危険物の取扱作業の保安に関する講習会を次のとおり

実施する。

平成１７年９月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 講習の種別、日時及び場所

種 別 日 時 場 所

� 給油取扱所において危険物の取
扱作業に従事する危険物取扱者を
対象とした講習

平成１７年１０月３日（月）午前９時 八幡浜市北浜一丁目３番３７号
愛媛県八幡浜地方局

平成１７年１０月５日（水）午後１時 松山市一番町四丁目４番地２
愛媛県庁第二別館

平成１７年１０月６日（木）午後１時 松山市一番町四丁目４番地２
愛媛県庁第二別館

平成１７年１０月２１日（金）午前９時 宇和島市天神町７番１号
愛媛県宇和島地方局

売りさばき所
西予市宇和町卯之町四丁目６５９番
地
西予警察署内

売りさばき所
西予市宇和町卯之町四丁目６５９番
地
西予警察署内

宇和
第１２
号

西予市宇和町卯之町四丁目６５
９番地

西予交通安全協会 売りさばき人
西予市宇和町卯之町四丁目６５９番
地
西予交通安全協会
売りさばき所
西予市野村町野村１２号１５３番地
西予警察署野村交番内

売りさばき人
西予市野村町野村１２号１５３番地
野村交通安全協会
売りさばき所
西予市野村町野村１２号１５３番地
西予警察署野村交番内

平成１７年
８月２１日

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

運転免許管理用電子計算システム
一式の借上げ

愛媛県警察本部警
務部会計課
愛媛県松山市南堀
端町２番地２

平成１７年８月２９日
ＮＥＣリース株式会
社 四国支店
高松市中野町２９番２
号

６，３９８，５９５円 一般競争入札 平成１７年７月１９日

指紋情報管理システム一式の借上
げ

愛媛県警察本部警
務部会計課
愛媛県松山市南堀
端町２番地２

平成１７年８月２９日
ＮＥＣリース株式会
社 四国支店
高松市中野町２９番２
号

４，７６２，６９５円 一般競争入札 平成１７年７月１９日

放置駐車違反対策関連中央システ
ム一式の借上げ

愛媛県警察本部警
務部会計課
愛媛県松山市南堀
端町２番地２

平成１７年８月２９日
日立キャピタル株式
会社
東京都港区西新橋二
丁目１５番１２号

８０４，２７９円 一般競争入札 平成１７年７月１９日

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

ＡＰＲ形移動用無線機（ＡＰＲ－
ＭＬ１） １５１式

愛媛県警察本部警
務部会計課
愛媛県松山市南堀
端町２番地２

平成１７年８月２９日
三菱電機株式会社
四国支社
香川県高松市寿町一
丁目１番８号

５５，９８４，２１５円 一般競争入札 平成１７年７月１９日

愛 媛 県 報平成１７年９月９日 第１６９２号

９０７
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愛媛県生活文化センターの指定管理者の募集について

愛媛県生活文化センターの指定管理者を次のとおり募集す

る。

平成１７年９月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 愛媛県生活文化センター（以下「センター」という。）

平成１７年１０月２４日（月）午後１時 大洲市東大洲２７０番地１
大洲市総合福祉センター

平成１７年１１月７日（月）午前９時 今治市南宝来町一丁目９番地８
今治市総合福祉センター

平成１７年１１月１６日（水）午前９時 西条市喜多川７９６番地１
愛媛県西条地方局

平成１７年１１月１７日（木）午後１時 新居浜市繁本町８番６５号
新居浜市市民文化センター

平成１７年１１月２４日（木）午前９時 四国中央市妻鳥町土居山乙１２７番地
愛媛県紙産業研究センター

� 石油コンビナート等災害防止法
（昭和６０年法律第８４号）第２条第
６号に規定する特定事業所におけ
る危険物施設（給油取扱所を除く
。）において危険物の取扱作業に
従事する危険物取扱者を対象とし
た講習

平成１７年１０月５日（水）午前９時 松山市一番町四丁目４番地２
愛媛県庁第二別館

平成１７年１１月１０日（木）午前９時 今治市南宝来町一丁目９番地８
今治市総合福祉センター

平成１７年１１月１７日（木）午前９時 新居浜市繁本町８番６５号
新居浜市市民文化センター

平成１７年１１月１８日（金）午前９時 新居浜市繁本町８番６５号
新居浜市市民文化センター

平成１７年１１月２１日（月）午後１時 新居浜市繁本町８番６５号
新居浜市市民文化センター

� �及び�に掲げる危険物施設以
外の危険物施設において危険物の
取扱作業に従事する危険物取扱者
を対象とした講習

平成１７年１０月３日（月）午後１時 八幡浜市北浜一丁目３番３７号
八幡浜地方局

平成１７年１０月６日（木）午前９時 松山市一番町四丁目４番地２
愛媛県庁第二別館

平成１７年１０月２１日（金）午後１時 宇和島市天神町７番１号
宇和島地方局

平成１７年１１月７日（月）午後１時 今治市南宝来町一丁目９番地８
今治市総合福祉センター

平成１７年１１月１６日（水）午後１時 西条市喜多川７９６番地１
愛媛県西条地方局

平成１７年１１月１８日（金）午後１時 新居浜市繁本町８番６５号
新居浜市市民文化センター

平成１７年１１月２４日（木）午後１時 四国中央市妻鳥町土居山乙１２７番地
愛媛県紙産業研究センター

２ 受講申請書の提出期間

平成１７年９月９日から各講習開催日の２日前まで（必着）

３ 受講申請書の請求先及び提出先

最寄りの地方局総務県民部県民生活課

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１７年９月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１７年８月２９日
特定非営利活動法人
ライフアメニティ倶楽部東予 小笠� 淳 愛媛県新居浜市北新町１番２０号

この法人は、地域社会に対して保健、医療
又は介護、福祉の増進とまちづくりの推進
を図ると同時に、介護予防生活支援の寝具
類洗濯乾燥消毒及び介護保険の啓蒙、普及
又は各種イベントの企画制作に関する事業
を行い、社会全体の利益の増進に寄与する
ことを目的とする。

愛 媛 県 報平成１７年９月９日 第１６９２号

９０８



の概要

１ 所 在 地 愛媛県松山市北持田町１３９番地２

２ 設 置 目 的 県民の生活文化の向上を目的とする各種
の行事又は集会の用に供する。

３ 施 設 規 模 � 規模
ア 敷地面積 ２，４１４．８４㎡（うち駐車
場９２８．９２㎡）

イ 建築面積 ９３７．３５㎡（茶室の面積
を除く。）

ウ 延床面積 ２，４５８．７０㎡（茶室の面
積を除く。）

エ 茶室「和松庵」
建築面積 ８６．５１㎡

� 構造
ア 鉄筋コンクリート造

（一部地下１階、地上３階）
イ 茶室 木造平屋建て、瓦葺き

� 施設内容
大広間（１５２畳（３００人収容））
第１研修室（１００人）
第２研修室（８０人）
第３研修室（２０人）
調理研修室（３０人）
和室（８室）
茶室（８畳、４畳半）

� 駐車台数
５２台（うち身体障害者用２台）

４ 事 業 概 要 � 県民の生活文化の向上を目的とする
各種の行事又は集会に必要な施設の提
供に関すること。

� その他必要な業務

２ 指定管理者の業務

� センターの事業の実施に関する業務

� センターの利用の許可に関する業務

� センターの利用に係る料金の収受に関する業務

� センターの利用の促進に関する業務

� センターの施設、附属設備及び備品の維持管理に関す

る業務

� その他知事が定める業務

３ 管理の基準

愛媛県生活文化センター管理条例（平成１７年愛媛県条例

第７０号）第４条から第１６条までの規定による。

４ 指定期間

平成１８年４月１日から平成２１年３月３１日までの３年間（

予定）

５ 申請資格等

� 申請資格

申請資格を有するものは、県内に主たる事務所を置き

、又は置こうとする法人その他の団体で、次のいずれに

も該当しないものとする。

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条

の４の規定により、県における一般競争入札の参加資

格を有しない者

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生

法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく更生手続

又は再生手続をしているもの

ウ 県が行う建設工事等の請負又は物品の購入若しくは

製造の請負の指名競争入札について指名停止措置を受

けている者

エ 県税、法人税、消費税又は地方消費税を滞納してい

るもの

オ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第

１１項の規定による指定の取消しを受けた日から５年を

経過しないもの

カ 県における指定管理者の指定の手続において、その

公正な手続を妨げたもの又は公正な価格の成立を害し

、若しくは不正の利益を得るために連合したもの

キ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定す

る暴力団をいう。以下同じ。）

ク 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員

を含む。以下同じ。）若しくは暴力団の構成員でなく

なった日から５年を経過しない者（以下「暴力団の構

成員等」という。）の統制の下にあるもの

ケ 役員（法人以外の団体で、代表者又は管理人の定め

があるものにあっては、代表者又は管理人を含む。）

のうちに、次のいずれかに該当する者がいるもの

� 指定管理者の指定を請負とみなした場合に、地方

自治法第９２条の２、第１４２条（同法第１６６条第２項

及び第１６８条第７項において準用する場合を含む。

）又は第１８０条の５第６項の規定に抵触することと

なる者

� 成年被後見人又は被保佐人

� 破産者で復権を得ない者

� 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり

、又はその刑の執行を受けることがなくなった日か

ら５年を経過しない者

� 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（第３１条第７項を除く。）の規定に違反し、又は刑

法（明治４０年法律第４５号）第２０４条、第２０６条、第

２０８条、第２０８条の３、第２２２条若しくは第２４７条

の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律（大正１５

年法律第６０号）の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、

その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受ける

ことがなくなった日から５年を経過しない者

� 暴力団の構成員等

� 複数の団体での共同申請

サービスの向上又は効率的運営を図る上で必要な場合

は、複数の団体での共同による申請ができる。

６ 指定管理者の選定方法等

� 選定基準

ア センターの管理を適正かつ確実に行うことができる

と認められるものであること。

イ センターの設置の目的を最も効果的かつ効率的に達

成することができると認められるものであること。

� 選定方法

愛媛県県民文化会館等指定管理者候補選定審査会にお

いて、応募者が提出した申請書類や面接の実施により審

査を行い、選定基準に基づいて総合的に評価し選定した

指定管理者の候補者の中から、知事が決定する。

愛 媛 県 報平成１７年９月９日 第１６９２号
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７ 申請に必要な書類

� 指定管理者指定申請書

� 宣誓書

� センターの管理運営に関する事業計画書及び収支計画

書

� 定款又は寄附行為及び法人登記事項証明書

� 申請書を提出する日の属する事業年度の前年度におけ

る団体の財産目録、貸借対照表、事業報告書、損益計算

書及び利益処分計算書その他経営の状況を明らかにする

書類

� 申請書を提出する日の属する事業年度における団体の

事業計画書及び収支予算書

� 団体の概要を記載した書類

� 役員名簿

	 県税について、未納の税額がないことの証明書


 法人税、消費税及び地方消費税について、未納の税額

がないことの証明書

� 印鑑証明書

� 提出書類のうち該当のないものについての申立書

８ 申請期間

平成１７年９月２８日（水）から１０月１１日（火）までの執務

時間中（午前８時３０分から午後５時１５分まで）とする。た

だし、郵送により提出する場合は、書留郵便によることと

し、同日までの消印のあるものは受け付ける。

９ 募集要項の請求先及び申請書の提出先

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県教育委員会事務局文化スポーツ部文化振興課文化

企画係

電話番号 （０８９）９１２―２９７２

１０ その他

詳細は、募集要項による。

�������
�公 告

愛媛県県民文化会館の指定管理者の募集について

愛媛県県民文化会館の指定管理者を次のとおり募集する。

平成１７年９月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 愛媛県県民文化会館（以下「会館」という。）の概要

２ 指定管理者の業務

� 会館の事業の実施に関する業務

� 会館の利用の許可に関する業務

� 会館の利用に係る料金の収受に関する業務

� 会館の利用の促進に関する業務

� 会館の施設、附属設備及び備品の維持管理に関する業

務

� その他知事が定める業務

３ 管理の基準

愛媛県県民文化会館管理条例（平成１７年愛媛県条例第７１

号）第４条から第１６条までの規定による。

４ 指定期間

平成１８年４月１日から平成２１年３月３１日までの３年間（

予定）

５ 申請資格等

� 申請資格

申請資格を有するものは、県内に主たる事務所を置き

、又は置こうとする法人その他の団体で、次のいずれに

も該当しないものとする。

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条

の４の規定により、県における一般競争入札の参加資

格を有しない者

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生

法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく更生手続

又は再生手続をしているもの

ウ 県が行う建設工事等の請負又は物品の購入若しくは

製造の請負の指名競争入札について指名停止措置を受

けている者

エ 県税、法人税、消費税又は地方消費税を滞納してい

るもの

オ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第

１１項の規定による指定の取消しを受けた日から５年を

経過しないもの

カ 県における指定管理者の指定の手続において、その

公正な手続を妨げたもの又は公正な価格の成立を害し

、若しくは不正の利益を得るために連合したもの

キ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定す

る暴力団をいう。以下同じ。）

ク 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員

を含む。以下同じ。）若しくは暴力団の構成員でなく

なった日から５年を経過しない者（以下「暴力団の構

成員等」という。）の統制の下にあるもの

ケ 役員（法人以外の団体で、代表者又は管理人の定め

１ 所 在 地 愛媛県松山市道後町二丁目５番１号

２ 設 置 目 的 県民の文化の振興を図るため、各種の行
事又は集会の用に供する。

３ 施 設 規 模 � 規模
ア 敷地面積 ２４，１６５．２１㎡
イ 建築面積 １１，３３６．９１㎡
ウ 延床面積 ４１，４００．３９㎡
エ 西側駐車場面積 ２，９２８．８１㎡

� 構造
鉄筋コンクリート造一部鉄骨造（地

下２階、地上５階）
� 施設内容

メインホール（３，０００席）
サブホール（１，０００席）
多目的ホール（真珠の間）
リハーサル室（４室）

楽屋（２７室）
会議室（９室）

� 駐車台数
３２１台（地下１００台（うち身体障害

者用４台）、地上８８台（うち身体障害
者用４台）、西側１３３台）

４ 事 業 概 要 � 県民の文化の振興を図るための各種
の行事又は集会に必要な施設の提供に
関すること。
� その他必要な業務

愛 媛 県 報平成１７年９月９日 第１６９２号
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教育委員会公告

があるものにあっては、代表者又は管理人を含む。）

のうちに、次のいずれかに該当する者がいるもの

� 指定管理者の指定を請負とみなした場合に、地方

自治法第９２条の２、第１４２条（同法第１６６条第２項

及び第１６８条第７項において準用する場合を含む。

）又は第１８０条の５第６項の規定に抵触することと

なる者

� 成年被後見人又は被保佐人

� 破産者で復権を得ない者

� 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり

、又はその刑の執行を受けることがなくなった日か

ら５年を経過しない者

� 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（第３１条第７項を除く。）の規定に違反し、又は刑

法（明治４０年法律第４５号）第２０４条、第２０６条、第

２０８条、第２０８条の３、第２２２条若しくは第２４７条

の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律（大正１５

年法律第６０号）の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、

その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受ける

ことがなくなった日から５年を経過しない者

� 暴力団の構成員等

� 複数の団体での共同申請

サービスの向上又は効率的運営を図る上で必要な場合

は、複数の団体での共同による申請ができる。

６ 指定管理者の選定方法等

� 選定基準

ア 会館の管理を適正かつ確実に行うことができると認

められるものであること。

イ 会館の設置の目的を最も効果的かつ効率的に達成す

ることができると認められるものであること。

� 選定方法

愛媛県県民文化会館等指定管理者候補選定審査会にお

いて、応募者が提出した申請書類や面接の実施により審

査を行い、選定基準に基づいて総合的に評価し選定した

指定管理者の候補者の中から、知事が決定する。

７ 申請に必要な書類

� 指定管理者指定申請書

� 宣誓書

� 会館の管理運営に関する事業計画書及び収支計画書

� 定款又は寄附行為及び法人登記事項証明書

� 申請書を提出する日の属する事業年度の前年度におけ

る団体の財産目録、貸借対照表、事業報告書、損益計算

書及び利益処分計算書その他経営の状況を明らかにする

書類

� 申請書を提出する日の属する事業年度における団体の

事業計画書及び収支予算書

� 団体の概要を記載した書類

� 役員名簿

	 県税について、未納の税額がないことの証明書


 法人税、消費税及び地方消費税について、未納の税額

がないことの証明書

� 印鑑証明書

� 提出書類のうち該当のないものについての申立書

８ 申請期間

平成１７年９月２８日（水）から１０月１１日（火）までの執務

時間中（午前８時３０分から午後５時１５分まで）とする。た

だし、郵送により提出する場合は、書留郵便によることと

し、同日までの消印のあるものは受け付ける。

９ 募集要項の請求先及び申請書の提出先

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県教育委員会事務局文化スポーツ部文化振興課文化

企画係

電話番号 （０８９）９１２―２９７２

１０ その他

詳細は、募集要項による。

�公 告

愛媛県武道館の指定管理者の募集について

愛媛県武道館の指定管理者を次のとおり募集する。

平成１７年９月９日

愛媛県教育委員会

教育長 野 本 俊 二

１ 愛媛県武道館（以下「武道館」という。）の概要

１ 所 在 地 松山市市坪西町５５１番地
２ 設 置 目 的 武道その他のスポーツの振興を図るとと

もに、広く県民の心身の健全な発達に寄
与するために必要なスポーツ行事の実施
及び施設の提供並びに県民の体力の保持
及び増進に関する相談及び指導

３ 施 設 規 模 � 規模
ア 設置許可面積 ３３，９７８．５０㎡
イ 建築面積 １０，２９９．６４㎡
ウ 延床面積 １７，４９９．８４㎡
エ 駐車場面積 ６，５９０．７７㎡
� 構造

木造一部鉄筋コンクリート造（地下
１階、地上４階）
� 施設内容

主道場（柔道場又は剣道場８面設置
可能・多目的利用可能、観客席２階
２，９３２席・１階フロア臨時席約３，６００
席設置可能）
柔道場（３面常設、観客席２７８席）
剣道場（３面常設、観客席２７８席）
副道場（各種武道場２面常設、観客
席１３２席）
トレーニング室（各種トレーニング
機器設置）
会議室（３室）

� 駐車台数
２１７台（正面駐車場７０台（うち身体

障害者用６台）、東側駐車場１４７台（
うち大型バス専用５台））

４ 事 業 概 要 � スポーツ行事の実施に関する業務
� スポーツに関する情報の収集及び提
供に関する業務
� 体力の保持及び増進に関する相談及
び指導に関する業務
� 施設の提供に関する業務
� その他必要な業務

愛 媛 県 報平成１７年９月９日 第１６９２号
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２ 指定管理者の業務

� 武道館の事業の実施に関する業務

� 武道館の利用の許可に関する業務

� 武道館の利用に係る料金の収受に関する業務

� 武道館の利用の促進に関する業務

� 武道館の施設、附属設備及び備品の維持管理に関する

業務

� その他教育委員会が定める業務

３ 管理の基準

愛媛県武道館管理条例（平成１７年愛媛県条例第７２号）第

４条から第１６条までの規定による。

４ 指定期間

平成１８年４月１日から平成２１年３月３１日までの３年間（

予定）

５ 申請資格等

� 申請資格

申請資格を有するものは、県内に主たる事務所を置き

、又は置こうとする法人その他の団体で、次のいずれに

も該当しないものとする。

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条

の４の規定により、県における一般競争入札の参加資

格を有しない者

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生

法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく更生手続

又は再生手続をしているもの

ウ 県が行う建設工事等の請負又は物品の購入若しくは

製造の請負の指名競争入札について指名停止措置を受

けている者

エ 県税、法人税、消費税又は地方消費税を滞納してい

るもの

オ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第

１１項の規定による指定の取消しを受けた日から５年を

経過しないもの

カ 県における指定管理者の指定の手続において、その

公正な手続を妨げたもの又は公正な価格の成立を害し

、若しくは不正の利益を得るために連合したもの

キ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定す

る暴力団をいう。以下同じ。）

ク 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員

を含む。以下同じ。）若しくは暴力団の構成員でなく

なった日から５年を経過しない者（以下「暴力団の構

成員等」という。）の統制の下にあるもの

ケ 役員（法人以外の団体で、代表者又は管理人の定め

があるものにあっては、代表者又は管理人を含む。）

のうちに、次のいずれかに該当する者がいるもの

� 指定管理者の指定を請負とみなした場合に、地方

自治法第９２条の２、第１４２条（同法第１６６条第２項

及び第１６８条第７項において準用する場合を含む。

）又は第１８０条の５第６項の規定に抵触することと

なる者

� 成年被後見人又は被保佐人

� 破産者で復権を得ない者

� 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり

、又はその刑の執行を受けることがなくなった日か

ら５年を経過しない者

� 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（第３１条第７項を除く。）の規定に違反し、又は刑

法（明治４０年法律第４５号）第２０４条、第２０６条、第

２０８条、第２０８条の３、第２２２条若しくは第２４７条

の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律（大正１５

年法律第６０号）の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、

その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受ける

ことがなくなった日から５年を経過しない者

� 暴力団の構成員等

� 複数の団体での共同申請

サービスの向上又は効率的運営を図る上で必要な場合

は、複数の団体での共同による申請ができる。

６ 指定管理者の選定方法等

� 選定基準

ア 武道館の管理を適正かつ確実に行うことができると

認められるものであること。

イ 武道館の設置の目的を最も効果的かつ効率的に達成

することができると認められるものであること。

� 選定方法

愛媛県県民文化会館等指定管理者候補選定審査会にお

いて、応募者が提出した申請書類や面接の実施により審

査を行い、選定基準に基づいて総合的に評価して選定し

た指定管理者の候補者の中から、教育委員会が決定する

。

７ 申請に必要な書類

� 指定管理者指定申請書

� 宣誓書

� 武道館の管理運営に関する事業計画書及び収支計画書

� 定款又は寄附行為及び法人登記事項証明書

� 申請書を提出する日の属する事業年度の前年度におけ

る団体の財産目録、貸借対照表、事業報告書、損益計算

書及び利益処分計算書その他経営の状況を明らかにする

書類

� 申請書を提出する日の属する事業年度における団体の

事業計画書及び収支予算書

� 団体の概要を記載した書類

� 役員名簿

	 県税について、未納の税額がないことの証明書


 法人税、消費税及び地方消費税について、未納の税額

がないことの証明書

� 印鑑証明書

� 提出書類のうち該当のないものについての申立書

８ 申請期間

平成１７年９月２８日（水）から１０月１１日（火）までの執務

時間中（午前８時３０分から午後５時１５分まで）とする。た

だし、郵送により提出する場合は、書留郵便によることと

し、同日までの消印のあるものは受け付ける。

９ 募集要項の請求先及び申請書の提出先

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛 媛 県 報平成１７年９月９日 第１６９２号

９１２



選挙管理委員会告示

任 免 辞 令

愛媛県教育委員会事務局文化スポーツ部保健スポーツ課

県民スポーツ係

電話番号 （０８９）９１２―２９８３

１０ その他

詳細は募集要項による。

�愛媛県選挙管理委員会告示第６４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方

教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２

号）第８条第１項の規定による直接請求の要件となるべき選

挙権を有する者の数は、次のとおりである。

平成１７年９月９日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件とな

るべき選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，２１４，６２５

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２４，２９３

� ４０万を超える数に６分の１を乗じて得た数と４０万に３

分の１を乗じて得た数とを合算して得た数 ２６９，１０５

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する

者の数

�������
�愛媛県選挙管理委員会告示第６５号
公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第５５条第２項及

び第４項第２号（他の法令において準用され、又は例による

こととされている場合を含む。）の規定により、次の施設を

不在者投票のできる施設として指定した。

平成１７年９月９日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

�任免辞令
８月２５日

愛媛県事務吏員 尾 田 進

願により本職を免ずる

退職手当は支給しない（愛媛県職員退職手当条例第１４条）

８月２６日

松 原 哲 也

愛媛県事務吏員に任命する

行政職８級を命ずる

経済労働部管理局労政雇用課長を命ずる

�������
�任免辞令

８月３１日

愛媛県技術吏員 有 森 勧

願により本職を免ずる

９月１日

佐 野 敬 介

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）２級を命ずる

医長を命ずる

愛媛整肢療護園勤務を命ずる

選 挙 区 別 選挙権を有する者
の総数

同左の３分の１の数（松山
市選挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６分の
１を乗じて得た数と４０万に
３分の１を乗じて得た数と
を合算して得た数）

松 山 市 ４１３，４０２ １３５，５６７

今 治 市 ・ 越 智 郡 １５３，７５７ ５１，２５３

宇 和 島 市 ７６，３２１ ２５，４４１

八幡浜市・西宇和郡 ４５，８５０ １５，２８４

新 居 浜 市 １０３，３９７ ３４，４６６

西 条 市 ９４，１４４ ３１，３８２

大 洲 市 ４１，９９６ １３，９９９

伊 予 市 ３３，２１６ １１，０７２

四 国 中 央 市 ７７，２３８ ２５，７４６

西 予 市 ３８，７６６ １２，９２２

東 温 市 ２７，８０８ ９，２７０

上 浮 穴 郡 ９，９４５ ３，３１５

伊 予 郡 ４３，８７１ １４，６２４

喜 多 郡 １６，９２１ ５，６４１

北 宇 和 郡 １４，６８１ ４，８９４

南 宇 和 郡 ２３，３１２ ７，７７１

施設の種類 施設の名称 所 在 地

軽費老人ホーム ケアハウス虹の
里 四国中央市上分町乙８番地７３

愛 媛 県 報平成１７年９月９日 第１６９２号
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古紙配合率100％再生紙を使用しています 
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